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平成２９年第１回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第７号） 

 

                            平成２９年３月１６日（木曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 議案第１６号 那須塩原市企業立地促進条例の制定について 

      議案第１７号 那須塩原市企業立地審議会条例の制定について 

      議案第１８号 那須塩原市農業委員会委員候補者選考委員会条例の制定について 

      議案第１９号 那須塩原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について 

      議案第２０号 那須塩原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

      議案第２１号 那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改 

             正について 

      議案第２２号 那須塩原市職員の給与に関する条例の一部改正について 

      議案第２３号 那須塩原市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 

      議案第２４号 那須塩原市税条例等の一部改正について 

      議案第２５号 那須塩原市国民健康保険税条例の一部改正について 

      議案第２６号 那須塩原市手数料条例の一部改正について 

      議案第２７号 那須塩原市ふるさと寄附条例の一部改正について 

      議案第２８号 那須塩原市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について 

      議案第２９号 那須塩原市工場立地法地域準則条例の一部改正について 

      議案第３０号 那須塩原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 

      議案第３１号 那須塩原市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について 

      議案第３２号 那須塩原市長の給料月額の特例に関する条例の廃止について 

      議案第３３号 那須塩原市副市長及び教育長の給料月額の特例に関する条例の廃止について 

      議案第３４号 那須塩原市職員の給与の臨時特例に関する条例の廃止について 

      議案第３５号 訴えの提起について 

      議案第３６号 訴えの提起について 

      議案第３８号 国土利用計画那須塩原市計画について 

      議案第３９号 第２次那須塩原市行財政改革推進計画について 

      議案第４０号 那須塩原市公共施設等総合管理計画について 

      議案第４１号 第３次那須塩原市男女共同参画行動計画について 

      議案第４２号 那須塩原市結婚サポート総合戦略について 

      議案第４３号 那須塩原市第３次定員適正化計画について 

      議案第４４号 那須塩原市公共工事コスト縮減に関する行動計画の変更について 
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      議案第４５号 第２期那須塩原市環境基本計画について 

      議案第４６号 那須塩原クリーンセンター長寿命化総合計画について 

      議案第４７号 第３期那須塩原市地域福祉計画・地域福祉活動計画について 

      議案第４８号 第３期那須塩原市健康いきいき２１プランについて 

      議案第４９号 第２次那須塩原市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画に 

             ついて 

      議案第５０号 元気アップアグリプランについて 

      議案第５１号 ミルクタウン戦略について 

      議案第５２号 那須塩原市立地適正化計画について 

      議案第５３号 第２次那須塩原市道路整備基本計画について 

      議案第５４号 那須塩原市教育振興基本計画について 

      議案第５５号 第２期那須塩原市生涯学習推進プランについて 

      議案第５６号 第２期那須塩原市子どもの読書活動推進計画について 

      議案第５７号 第２期那須塩原市青少年プランについて 

      議案第５８号 那須塩原市スポーツ推進基本計画について 

      請願・陳情等について 

             （各委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第 ２ 議案第 ７号 平成２９年度那須塩原市一般会計予算 

      議案第 ８号 平成２９年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

      議案第 ９号 平成２９年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算 

      議案第１０号 平成２９年度那須塩原市介護保険特別会計予算 

      議案第１１号 平成２９年度那須塩原市下水道事業特別会計予算 

      議案第１２号 平成２９年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計予算 

      議案第１３号 平成２９年度那須塩原市温泉事業特別会計予算 

      議案第１４号 平成２９年度那須塩原市墓地事業特別会計予算 

      議案第１５号 平成２９年度那須塩原市水道事業会計予算 

             （委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第 ３ 報告第 ６号 専決処分の報告について〔和解〕 

             （報告） 

日程第 ４ 議案第５９号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第 ５ 発議第 １号 那須塩原市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第 ６ 発議第 ２号 地方議会議員の厚生年金への加入についての意見書の提出について 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 
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日程第 ７ 所管事務調査報告について 

      （報告） 

日程第 ８ 議会活性化検討特別委員会の活動報告について 

日程第 ９ 放射能対策検討特別委員会の活動報告について 

日程第１０ 庁舎建設検討特別委員会の活動報告について 

日程第１１ 総合計画審査特別委員会の活動報告について 
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出席議員（２６名） 

１番 藤  村  由 美 子 議員  ２番 星  宏 子 議員 

３番 相 馬  剛 議員  ４番 齊 藤 誠 之 議員 

５番 佐 藤 一 則 議員  ６番 鈴 木 伸 彦 議員 

７番 櫻 田 貴 久 議員  ８番 大 野 恭 男 議員 

９番 伊 藤 豊 美 議員  １０番 松 田 寛 人 議員 

１１番 髙 久 好 一 議員  １２番 鈴 木  紀 議員 

１３番 磯 飛  清 議員  １４番 眞 壁 俊 郎 議員 

１５番 齋 藤 寿 一 議員  １６番 君 島 一 郎 議員 

１７番 吉 成 伸 一 議員  １８番 金 子 哲 也 議員 

１９番 若 松 東 征 議員  ２０番 山  本  は る ひ 議員 

２１番 相 馬 義 一 議員  ２２番 玉 野  宏 議員 

２３番 平 山 啓 子 議員  ２４番 植 木 弘 行 議員 

２５番 人 見 菊 一 議員  ２６番 中 村 芳 隆 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

説明のために出席した者の職氏名 

副 市 長 片  桐  計  幸 教 育 長 大 宮 司  敏  夫 

企 画 部 長 藤  田  輝  夫 企画政策課長 小  泉  聖  一 

総 務 部 長 和  久     強 総 務 課 長 菊  池  敏  雄 

財 政 課 長 中  山  雅  彦 生活環境部長 山  田     隆 

環境管理課長 臼  井  一  之 保健福祉部長 菊  地  富 士 夫 

社会福祉課長 田  代  正  行 
子 ど も 未 来 
部 長 

藤  田  恵  子 

保 育 課 長 高  久  幸  代 産業観光部長 藤  田  一  彦 

農務畜産課長 久 利 生     元 建 設 部 長 君  島     勝 

都市計画課長 稲  見  一  美 上下水道部長 邉  見     修 

水 道 課 長 釣  巻  正  己 教 育 部 長 伴  内  照  和 

教育総務課長 冨  山  芳  男 会 計 管 理 者 松  江  孝 一 郎 

選管・監査・ 
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事 務 局 長 
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支 所 長 

関  谷  正  徳 塩 原 支 所 長 印  南  良  夫 
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本会議に出席した事務局職員 

議会事務局長 渡  邊  秀  樹 議 事 課 長 増  田  健  造 

課 長 補 佐 兼 
議事調査係長 

福  田  博  昭 議 事 調 査 係 長  岡  栄  治 

議 事 調 査 係 室  井  良  文 議 事 調 査 係 磯     昭  弘 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎追加議案の議会運営委員長報告、

質疑 

○議長（中村芳隆議員） ここで、昨日、議会運営

委員会が開催されておりますので、追加議案の取

り扱いについて、議会運営委員長の報告を求めま

す。 

  議会運営委員長、20番、山本はるひ議員。 

〔議会運営委員長 山本はるひ議員登壇〕 

○議会運営委員長（山本はるひ議員） 皆様、おは

ようございます。 

  これより議会運営委員会の報告を申し上げます。 

  本定例会における追加議案の取り扱いを協議す

るため、３月15日午前９時より、第４委員会室に

おいて、委員８名、正副議長、副市長以下執行部

関係者出席のもと、議会運営委員会を開催いたし

ました。 

  本定例会において、初日の委員長報告で既に追

加予定として報告をいたしました１件の報告案件

のほかに、新たな追加議案として補正予算案件１

件が市長より提出されます。この議案の取り扱い

については、本日、即決扱いといたします。 

  次に、議会提出後追加案件としては、議員発議

による地方議会議員の厚生年金への加入を求める

意見書の提出についての１件が予定されます。こ

の議案の取り扱いについては、本日、即決扱いと

いたします。 

  以上が、議会運営委員会における審査の結果で

あります。 

  議員各位におかれましては、円滑な議会運営に

ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、

報告といたします。 

○議長（中村芳隆議員） 報告が終わりました。 

  ただいまの報告について、質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  追加議案の取り扱い等については、議会運営委

員長報告のとおりとすることで異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、追加議案の取り扱いについては、議会

運営委員長報告のとおりといたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１６号～議案第３６号及

び議案第３８号～議案第５８号

並びに請願・陳情等の各常任委

員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（中村芳隆議員） 日程第１、議案第16号か

ら議案第36号まで及び議案第38号から議案第58号

までの42件並びに請願・陳情等についてを議題と
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いたします。 

  ただいま申し上げました議案42件及び請願・陳

情等については、関係常任委員会に付託してあり

ます。各常任委員長は、一括して審査の結果を報

告願います。 

  初めに、総務企画常任委員長の報告を求めます。 

  10番、松田寛人議員。 

〔総務企画常任委員長 松田寛人議員登壇〕 

○総務企画常任委員長（松田寛人議員） それでは、

総務企画常任委員会の審査経過と結果についてご

報告をいたします。 

  平成29年第１回那須塩原市議会定例会において、

当委員会に付託された案件は、条例の一部改正及

び廃止案件10件、計画に関する案件７件の合計17

件であります。 

  これらの案件を審査するため、去る３月７日、

８日の２日間、第１委員会室において、委員全員

出席のもと、所管の部長と課長、関係職員の出席

を求め、慎重に審査を行いました。 

  以下は、その審査の経過と結果でありますが、

報告に当たりましては、各委員から出された質疑

等を中心に申し上げます。 

  初めに、議案第19号 那須塩原市職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例の一部改正につい

て申し上げます。 

  総務部総務課の審査において、執行部からの説

明に対し、委員からは、育児または介護を伴う職

員の早出遅出勤務の取り扱いについて質疑があり、

執行部からは、勤務時間の時間帯をずらして勤務

するものとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第19号 那須塩原市職

員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部

改正については、全員異議なく、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第20号 那須塩原市職員の育児休

業等に関する条例の一部改正について申し上げま

す。 

  総務部総務課の審査において、執行部からの説

明に対し、委員からは特に質疑、意見等はなく、

審査の結果、議案第20号 那須塩原市職員の育児

休業等に関する条例の一部改正については、全員

異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  続いて、議案第22号 那須塩原市職員の給与に

関する条例の一部改正について申し上げます。 

  総務部総務課の審査において、執行部からの説

明に対し、委員から、条例改正において人事院勧

告に含まれていない改正点はあるかとの質疑があ

り、執行部からは、子にかかる扶養手当を国では

平成29年度から8,000円、平成30年度から１万円

に引き上げるところ、本市においては子育ての観

点から、平成29年度から１万円とすることに改正

するものとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第22号 那須塩原市職

員の給与に関する条例の一部改正については、全

員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  続いて、議案第23号 那須塩原市技能労務職員

の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に

ついて申し上げます。 

  総務部総務課の審査において、執行部からの説

明に対し、委員から特に質疑や意見等はなく、審

査の結果、議案第23号 那須塩原市技能労務職員

の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に

ついては、全員異議なく、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  続いて、議案第24号 那須塩原市税条例等の一

部改正について申し上げます。 

  総務部課税課の審査において、執行部からの説

明に対し、委員から、平成31年10月から適用にな
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る本条例を今回改正する理由はとの質疑があり、

執行部からは、消費税10％が２年半延期されたこ

とにより、平成28年11月の地方税法の一部改正に

伴い条例改正するものであるが、軽自動車税にお

いては大きな改正となるため、市民に前もって周

知する必要もあることから、今回改正するとの答

弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第24号 那須塩原市税

条例等の一部改正については、全員異議なく、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第27号 那須塩原市ふるさと寄附

条例の一部改正について申し上げます。 

  企画部企画政策課の審査において、執行部から

の説明に対し、委員から、ふるさと寄附金を財源

として行う事業について、全て市の事業に該当す

るということなのかとの質疑があり、執行部から

は、寄附者に使用目的を指定していただき、寄附

をいただいている。本条例の第２条で寄附金を財

源として行う事業の区分があり、その中でも、そ

の他、市長が必要と認める事業という項目があり、

指定なしといった区分になる。ほとんどの方が事

業の指定なしの区分で寄附していただいていると

の答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第27号 那須塩原市ふ

るさと寄附条例の一部改正については、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第31号 那須塩原市消防団の定員、

任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につ

いて申し上げます。 

  総務部総務課の審査において、執行部からの説

明に対し、委員からは、団員報酬の見直しについ

て、大田原市の額を参考にしたとの説明があった

が、同じ報酬額なのかとの質疑があり、執行部か

らは、団員報酬額については、県内類似団体及び

那須地区消防組合の中の団との比較を行った上で

も低い状況にあった。団員の処遇改善のため、報

酬額については大田原市を参考にした。基本的に

同じだが、団長については2,000円ほど高いとの

答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第31号 那須塩原市消

防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

一部改正については、全員異議なく、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第32号 那須塩原市長の給料月額

の特例に関する条例の廃止について申し上げます。 

  総務部総務課の審査において、執行部からの説

明に対し、委員からは特に質疑や意見等はなく、

審査の結果、議案第32号 那須塩原市長の給料月

額の特例に関する条例の廃止については、全員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  続いて、議案第33号 那須塩原市副市長及び教

育長の給料月額の特例に関する条例の廃止につい

て申し上げます。 

  総務部総務課の審査において、執行部からの説

明に対し、委員からは特に質疑、意見等はなく、

審査の結果、議案第33号 那須塩原市副市長及び

教育長の給料月額の特例に関する条例の廃止につ

いては、全員異議なく、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  続いて、議案第34号 那須塩原市職員の給与の

臨時特例に関する条例の廃止について申し上げま

す。 

  総務部総務課の審査において、執行部からの説

明に対し、委員から特に質疑や意見等はなく、審

査の結果、議案第34号 那須塩原市職員の給与の

臨時特例に関する条例の廃止については、全員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  続いて、議案第38号 国土利用計画那須塩原市
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計画について申し上げます。 

  企画部企画政策課の審査において、執行部から

の説明に対し、委員からは、市土の利用区分別ご

との規模の目標ということで、基準年が平成26年

で目標年が平成38年となっているが、農用地がマ

イナス303ha、森林がマイナス204haとした目標の

設定の理由はとの質疑があり、執行部からは、ト

レンド推計に基づき、前回の計画の目標期間、平

成16年から平成26年の実績の推移から、人口減少

率を掛けて推計値を出し、目標値として設定した

との答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第38号 国土利用計画

那須塩原市計画については、全員異議なく、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第39号 第２次那須塩原市行財政

改革推進計画について申し上げます。 

  企画部企画政策課の審査において、執行部から

の説明に対し、委員から、改革の柱、持続可能な

行財政運営について安定的な財政基盤の確立する

とあり、そのための公平・公正な使用料、手数料

のあり方の検討とあるが、どのように検討してい

くのかとの質疑があり、執行部からは、受益者負

担の適正化の項目の使用料と手数料の見直しを考

えている。使用料を原価計算といった形で計算す

るだけではなく、施設にかかる経費に対し、個人

負担として幾ら負担してもらえば適正なのかを計

算しなければいけない。使用料が上がるところも

あれば下がるところもあると考えられるとの答弁

がありました。 

  以上、審査の結果、議案第39号 第２次那須塩

原市行財政改革推進計画については、全員異議な

く、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第40号 那須塩原市公共施設等総

合管理計画について申し上げます。 

  企画部企画政策課の審査において、執行部から

の説明に対し、委員から、公共施設等の維持管理、

修繕、更新に必要な財源が１年間で43億円不足す

るところを、施設保有総量25％削減などにより不

足分を賄うことができるとの説明があったが、市

内の310施設の25％削減した場合の市民に与える

影響は考慮して設定したのかとの質疑があり、執

行部からは、310の施設の中には既に廃止になっ

ている施設も含まれている。まだ、解体しないだ

けで維持費用がかかっている施設もある。解体費

用を捻出できれば削減につながる。また、施設に

よっては貸し出すなどすることにより、市が直接

維持管理しなくなることで削減できると考えてい

る。使用している施設を25％削減するのではなく、

可能なものから実施し、来年から43億円削減して

いくのではないので、計画的に行っていく必要が

あるとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第40号 那須塩原市公

共施設等総合管理計画については、全員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第41号 第３次那須塩原市男女共

同参画行動計画について申し上げます。 

  企画部市民協働推進課の審査において、執行部

からの説明に対し、委員から、市職員の課長以上

の女性管理職の割合について、那須塩原市8.2％

となっているが、この数値をどのように考えてい

るのかとの質疑があり、執行部から、栃木県の平

均が6.1％に対し本市が8.2％で平均を上回ってい

る状況だが、県内には本市よりも高い自治体もあ

るので、さらに上げられるよう努力が必要である

と考えているとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第41号 第３次那須塩

原市男女協働参画行動計画については、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第42号 那須塩原市結婚サポート

総合戦略について申し上げます。 
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  企画部市民協働推進課の審査において、執行部

からの説明に対し、委員からは、施策の目標設定

の中で、平成33年までに企業内結婚サポーターの

確保５人、地域結婚サポーターの確保15人とした

目標値の根拠はとの質疑があり、執行部からは、

結婚施策を推進していく上で、行政だけではなく、

市内の企業との連携が必要であり、企業内のサポ

ーターは５年で最低でも５人は必要と考えている。

また、地域結婚サポーターについては、県の未来

サポートクラブの中にも地域結婚サポーターがい

て、市内の方で８名いるが、その方になっていた

だけるよう検討している。５年後は最低でも15人

は確保したいと考えているとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第42号 那須塩原市結

婚サポート総合戦略については、全員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第43号 那須塩原市第３次定員適

正化計画についてを申し上げます。 

  総務部総務課の審査において、執行部からの説

明に対し、委員からは、計画における目標設定値

の考え方の中に、本市の職員数は類似団体との比

較において、減員の余地がうかがえるとあるが、

その根拠についてとの質疑があり、執行部からは、

類似団体については人口と産業構造を基準として

全国の市町村を幾つかのグループ分けした。那須

塩原市との類似団体は全国85団体で、人口１万人

に対する職員の数は、その85団体で比較した場合

に、平均よりも職員数が多かったため、減員の余

地がうかがえるとの表現にしたとの答弁がありま

した。 

  以上、審査の結果、議案第43号 那須塩原市第

３次定員適正化計画については、全員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第44号 那須塩原市公共工事コス

ト縮減に関する行動計画の変更について申し上げ

ます。 

  総務部契約検査課の審査においては、執行部か

らの説明に対し、委員から特に質疑、意見等はな

く、審査の結果、議案第44号 那須塩原市公共工

事コスト縮減に関する行動計画の変更については、

全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  以上で、当委員会に付託された案件の審査経過

並びに結果についての報告を終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 総務企画常任委員長の報

告が終わりました。 

  次に、福祉教育常任委員長の報告を求めます。 

  ９番、伊藤豊美議員。 

〔福祉教育常任委員長 伊藤豊美議員登壇〕 

○福祉教育常任委員長（伊藤豊美議員） おはよう

ございます。 

  福祉教育常任委員会の審査の経過と結果につい

てご報告をいたします。 

  平成29年第１回那須塩原市議会定例会において、

当委員会に付託された案件は、条例案件２件、計

画案件８件、陳情１件の合計11件であります。 

  これらを審査するため、去る３月７日、８日、

10日の３日間、第４委員会室において、委員出席

のもと、所管の部長、課長等、関係職員の出席を

求め、慎重に審査を行いました。 

  以下は、その審査の経過と結果でありますが、

報告に当たりましては、各委員から出された質疑

等を中心に申し上げます。 

  初めに、保健福祉部国保年金課所管の議案第25

号 那須塩原市国民健康保険税条例の一部改正に

ついて申し上げます。 

  委員からは、課税限度額の引き上げに伴い、条

例の一部改正を行うということだが、改正により

影響のある世帯と影響額は幾らかとの質疑があり、

執行部からは、医療分で657世帯、１世帯平均



－455－ 

9,900円の増額、後期高齢者分で799世帯、１世帯

平均２万4,800円の増額、介護分として678世帯、

１世帯平均２万8,800円の増額となる。なお、世

帯によっては医療分のみ上がる世帯や医療と後期

が上がる世帯など異なるとの答弁がありました。 

  また、委員からは、負担がふえた結果、収入は

幾ら増加すると見込まれるのか伺うとの質疑があ

り、執行部からは、現在の調定をもとに算出する

と4,580万円程度を予想しているとの答弁があり

ました。 

  審査の結果、議案第25号 那須塩原市国民健康

保険税条例の一部改正については、全員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続きまして、保健福祉部高齢福祉課所管の議案

第28号 那須塩原市介護保険条例の一部を改正す

る条例の一部改正について申し上げます。 

  執行部からの説明に対し、委員からは特に質疑、

意見等はなく、審査の結果、議案第28号 那須塩

原市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改

正については、全員異議なく、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  続きまして、保健福祉部社会福祉課所管の議案

第47号 第３期那須塩原市地域福祉計画・地域福

祉活動計画について申し上げます。 

  委員からは、前回の計画の勉強会の内容と変更

点について伺うとの質疑があり、執行部からは、

地域座談会から出た主な課題として、災害時の避

難や対応が必要という項目を記載していたが、精

査したところ、災害だけでなく防犯についても不

安を持っていることから、防災・防犯について不

安があると変更し、あわせて対象公民館も変更し

たとの答弁がありました。 

  審査の結果、議案第47号 第３期那須塩原市地

域福祉計画・地域福祉活動計画については、全員

異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  続きまして、保健福祉部健康増進課所管の議案

第48号 第３期那須塩原市健康いきいき２１プラ

ンについて申し上げます。 

  委員からは、肥満傾向にある幼児の割合をカウ

プ指数16.5以上にある幼児の割合から18.0以上に

ある幼児の割合に変更した理由を伺うとの質疑が

あり、執行部からは、カウプ指数18.0以上とは太

り過ぎの範疇に当たる、より肥満傾向が高い幼児

となり、国・県の指標と整合性をとったものであ

るとの答弁がありました。 

  審査の結果、議案第48号 第３期那須塩原市健

康いきいき２１プランについては、全員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続きまして、子ども未来部子育て支援課所管の

議案第49号 第２次那須塩原市配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護等に関する基本計画につ

いて申し上げます。 

  委員からは、ＤＶ防止につながる人権教育が大

切であると計画の中でも記載があり、小中学校の

人権教育を平成27年度の15校から目標として30校

にする計画であるが、学校も時間的な制約があり

難しいと考えるが、どのように達成するのかとの

質疑があり、執行部からは、計画の策定にも教育

委員会がかかわっており、より推進していくため

の連携を今後も続けていく考えであるとの答弁が

ありました。 

  また、ほかの委員からは、小中学校のＤＶ教育

は専門家でも難しくデリケートな部分を扱うので、

教育を行う人たちの育成にしっかり手当てをして

ほしいとのご意見がありました。 

  審査の結果、議案第49号 第２次那須塩原市配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る基本計画については、全員異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 
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  続きまして、教育部教育総務課所管の議案第54

号 那須塩原市教育振興基本計画について申し上

げます。 

  委員からは、具体的施策のいじめや不登校の問

題の改善に対する指標として、小学校、中学校の

不登校出現率を掲げているが、目標値はどのよう

に設定したのか伺うとの質疑があり、執行部から

は、現状として県内の平均値を少し上回る状況に

あるため、平成17年度から26年の10年間の県の平

均を下回るように設定したものである。本市の傾

向としては改善傾向にあり、小中一貫教育の成果

があらわれてきていると捉えているとの答弁があ

りました。 

  審査の結果、議案第54号 那須塩原市教育振興

基本計画については、全員異議なく、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続きまして、教育部生涯学習課所管の議案第55

号 第２期那須塩原市生涯学習推進プランについ

て申し上げます。 

  執行部からの説明に対し、委員からは特に質疑、

意見等はなく、審査の結果、議案第55号 第２期

那須塩原市生涯学習推進プランについては、全員

異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  続きまして、教育部生涯学習課所管の議案第56

号 第２期那須塩原市子どもの読書活動推進計画

について申し上げます。 

  執行部からの説明に対し、委員からは特に質疑、

意見等はなく、審査の結果、議案第56号 第２期

那須塩原市子どもの読書活動推進計画については、

全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  続きまして、教育部生涯学習課所管の議案第57

号 第２期那須塩原市青少年プランについて申し

上げます。 

  執行部の説明に対し、委員からは特に質疑、意

見等はなく、審査の結果、議案第57号 第２期那

須塩原市青少年プランについては、全員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続きまして、教育部スポーツ振興課所管の議案

第58号 那須塩原市スポーツ推進基本計画につい

て申し上げます。 

  執行部からの説明に対し、委員からは特に質疑、

意見等はなく、審査の結果、議案第58号 那須塩

原市スポーツ推進基本計画については、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、陳情第３号 「高額療養費」「後期高齢

者の窓口負担」について現行制度の継続を求める

意見書提出に関する陳情書について申し上げます。 

  委員からは、高齢化の進展に伴いふえ続ける社

会保障費の抑制は、財政健全化の視点から避けて

通れない課題である。所得に応じて医療費の自己

負担額に上限を設ける高額療養費制度について、

一定以上の収入がある高齢者には自己負担額をふ

やし、住民税非課税の人は据え置く見直しである。

現行制度を続けることは、財政健全化に無責任で

あると考えるため、不採択と考えるとの反対討論

がありました。 

  また、ほかの委員から、後期高齢者医療は、高

齢者だけを分離した医療制度で、今後、段階的に

引き上げられることが、社会保障と医療制度の改

革の中でうたわれている。今後みんなが医療費を

払えなくなることが危惧されるため、この陳情を

採択すべきと考えるとの賛成討論がありました。 

  採決の結果、陳情第３号 「高額療養費」「後

期高齢者の窓口負担」について現行制度の継続を

求める意見書提出に関する陳情書については、賛

成少数により、不採択とすべきものと決しました。 

  以上をもちまして、当委員会に付託された案件

の審査経過並びに結果についての報告を終わりま
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す。 

○議長（中村芳隆議員） 福祉教育常任委員長の報

告が終わりました。 

  次に、建設経済常任委員長の報告を求めます。 

  ７番、櫻田貴久議員。 

〔建設経済常任委員長 櫻田貴久議員登壇〕 

○建設経済常任委員長（櫻田貴久議員） 皆さん、

おはようございます。 

  それでは、建設経済常任委員会の審査の経過と

結果について、ご報告をいたします。 

  平成29年第１回那須塩原市議会定例会において、

当委員会に付託された案件は、条例の制定案件３

件、一部改正案件４件、計画等案件６件、その他

の案件２件と陳情１件でございます。 

  これらを審査するため、去る３月７日、８日及

び10日に、第２委員会室において、委員全員出席

のもと、所管の部長、課長等、関係職員の出席を

求め、慎重に審査を行いました。 

  以下は、その審査の経過と結果でありますが、

報告に当たりましては、各委員から出された質疑

等を中心に申し上げます。 

  初めに、議案第16号 那須塩原市企業立地促進

条例の制定について申し上げます。 

  産業観光部商工観光課の審査において、委員か

ら、この条例案が今、出てきたことに何か具体的

な要因があるのかとの質疑があり、執行部からは、

特にこの時期ということではないが、かねてから

現在の工場誘致条例では奨励措置が低いというこ

とで、新たな条例を制定することによって、さら

なる企業の誘致と雇用の拡大を図るということで

あるとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第16号 那須塩原市企

業立地促進条例の制定については、全員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第17号 那須塩原市企業立地審議

会条例の制定について申し上げます。 

  産業観光部商工観光課の審査において、委員か

らは特に質疑、意見等はなく、全員異議なく、可

決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第18号 那須塩原市農業委員会委

員候補者選考委員会条例の制定について申し上げ

ます。 

  農業委員会事務局の審査において、委員からは

特に質疑、意見等はなく、全員異議なく、可決す

べきものと決しました。 

  続いて、議案第21号 那須塩原市特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について申し上げます。 

  農業委員会事務局の審査において、委員から、

農業委員会の会長や委員について、月額になって

いるが、年間どのくらい業務があるのかとの質疑

があり、執行部からは、この金額を算出するため

に、平成27年度の実績から年間の業務量を出し計

算した。業務機会が20人で１年間に1,357回とい

うことになっているとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第21号 那須塩原市特

別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正については、全員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第26号 那須塩原市手数料条例の

一部改正について申し上げます。 

  建設部建築指導課の審査において、委員からは

特に質疑、意見等はなく、全員異議なく、可決す

べきものと決しました。 

  続いて、議案第29号 那須塩原市工場立地法地

域準則条例の一部改正について申し上げます。 

  産業観光部商工観光課の審査において、委員か

らは特に質疑、意見等はなく、全員異議なく、可

決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第30号 那須塩原市企業職員の給
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与の種類及び基準に関する条例の一部改正につい

て申し上げます。 

  上下水道部水道課の審査において、委員から、

この改正がなされることによって、この条例に基

づいて休暇を取得する方は対象者としてはいるの

かとの答弁があり、執行部からは、今回、企業職

員ということだが、一部一般職員についても同じ

改正をしている。水道課において育児休業を要す

る対象者もいる。また、介護休暇、介護支援に当

たる者も、それらがなされるかはまだこれからの

ことであるが、対象者はいるとの答弁がありまし

た。 

  以上、審査の結果、議案第30号 那須塩原市企

業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

改正については、全員異議なく、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第35号 訴えの提起について申し

上げます。 

  建設部都市整備課の審査において、委員から、

未払いについて、相手方が言う支払わない理由と

いうのは何かとの質疑があり、執行部からは、当

事者としては、ほかのものに収入を使っていたの

だと思うが、こちらとして合理的な理由というも

のは把握していないとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第35号 訴えの提起に

ついては、全員異議なく、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  続いて、議案第36号 訴えの提起について申し

上げます。 

  建設部都市整備課の審査において、委員から、

使用料相当額の損害金の支払いを求めるというこ

とだが、その場合の使用料の考え方はとの質疑が

あり、執行部からは、今回の使用料相当額の計算

の方法は、市営住宅家賃算定の中で近傍同種家賃

算定というものがあり、それと同等の金額が今回

の損害賠償請求の使用料相当額の算定根拠となっ

ているとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第36号 訴えの提起に

ついては、全員異議なく、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  続いて、議案第45号 第２期那須塩原市環境基

本計画について申し上げます。 

  生活環境部環境管理課の審査において、委員か

ら、環境マネジメントシステム構築事業所数につ

いて、目標値の設定の根拠はとの質疑があり、執

行部からは、目標値については、達成可能プラス

もう少し頑張ればできるというような目標値とし

ているとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第45号 第２期那須塩

原市環境基本計画については、全員異議なく、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第46号 那須塩原クリーンセンタ

ー長寿命化総合計画について申し上げます。 

  生活環境部環境対策課の審査において、委員か

ら、今回の延命化計画の中で３つのパターンが出

されているが、４つ、５つということではなく、

当初から３つのうちの１つを選択するということ

で検討されたということかとの質疑があり、執行

部からは、施設そのものは約20年もつだろうと考

えられており、15年ぐらいたってから延命化が入

ってくるという中で、３つくらいで十分効果につ

いて比較ができるということで、初めて３つのパ

ターンということであったとの答弁がありました。

すみません。 

○議長（中村芳隆議員） 若干暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４５分 

 

再開 午前１０時４６分 
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○議長（中村芳隆議員） 会議を再開いたします。 

○建設経済常任委員長（櫻田貴久議員） それでは、

すみません。 

  以上、審査の結果、議案第46号 那須塩原クリ

ーンセンター長寿命化総合計画については、全員

異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  続いて、議案第50号 元気アップアグリプラン

について申し上げます。 

  産業観光部農務畜産課の審査において、委員か

ら、シルバーファーマー制度のリニューアルにつ

いて、希望があれば今後は若い方々もこの制度に

のっとって研修を受けられるのかとの質疑があり、

執行部からは、今までは年齢が60歳前後というと

ころで募集をかけていたが、平成29年度はそこを

撤廃し、誰でも市民の方は参加くださるというこ

とで案内しているとの答弁がありました。 

  また、ほかの委員から、このプランの作成に当

たってアンケート調査を実施したとのことだが、

その結果を農家に知らせたかとの質疑があり、執

行部からは、まだ知らせていない。今後、このア

グリプランの議決後、こういったプランが作成さ

れたということでホームページに載せたり、地区

の推進委員等、重立ったところに冊子を配布し周

知を図りたいと考えているとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第50号 元気アップア

グリプランについては、全員異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第51号 ミルクタウン戦略につい

て申し上げます。 

  産業観光部農務畜産課の審査において、委員か

ら、さまざまな新規の事業が掲げられているが、

これら内部で検討された中で出してきた戦略なの

かとの質疑があり、執行部からは、酪農業団体、

生産者ら市民男女を含めて14名で、生乳生産本州

一を生かしたまちづくり計画策定懇談会というも

のをつくり、こういった生産者の方からの意見を

頂戴したとの答弁がありました。 

  また、ほかの委員から、このミルクタウン戦略

は、後にホームページ等にアップしたり、配布す

るのかとの質疑があり、執行部からは、ホームペ

ージへのアップと冊子の酪農関係者等への配布を

したいと考えているとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、議案第51号 ミルクタウン

戦略については、全員異議なく、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第52号 那須塩原市立地適正化計

画について申し上げます。 

  建設部都市計画課の審査において、委員から、

若い世代が土地の価格等から、中心から外へ行く

という傾向があり、またアパート等も外へ行く傾

向が強いと思うが、どのように考えているかとの

質疑があり、執行部からは、土地が安いほうへ行

く傾向は確かにあるが、居住の誘導についてさま

ざまな庁内の検討会においていろいろなインセン

ティブを今、検討していただいている。内側に住

んでいただくインセンティブをしっかり用意し、

そのような誘導をしたいと思っているとの答弁が

ありました。 

  以上、審査の結果、議案第52号 那須塩原市立

地適正化計画については、全員異議なく、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第53号 第２次那須塩原市道路整

備基本計画について申し上げます。 

  建設部道路課の審査において、委員から、４つ

の整備基本方針の説明の中で、厳しい財政状況と

いう説明があったのは、計画上は限られた道路整

備財源の中でという表現のところでよいかとの質

疑があり、執行部からは、そうであるとの答弁が

ありました。 
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  以上、審査の結果、議案第53号 第２次那須塩

原市道路整備基本計画については、全員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、陳情第２号 「森林・林業基本計画」

の推進を求める陳情について申し上げます。 

  委員からは、予算概算要求で計上された予算額

の確保を図るという点は、既に国において予算は

衆参各委員会の中で審議される状況になっている。

また、公共建物等の木造化については国土交通省

の事業で補助というようなものも既にできている。

陳情者である栃木地域森林労連は国の林業行政に

携わっている方たちであるので、みずから国に提

案等をして実施するという手順でいくべきもので、

それに応援という意味での意見書であればわかる

が、そういった意味合いではないので採決すべき

と考えるとの意見がありました。 

  採決の結果、陳情第２号 「森林・林業基本計

画」の推進を求める陳情については、委員全員一

致で不採択とすべきものと決しました。 

  以上で、当委員会に付託された案件の審査経過

並びに結果についての報告を終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 建設経済常任委員長の報

告が終わりました。 

  以上で、各委員長の審査結果の報告が終わりま

した。 

  各委員長の報告に対し、質疑を許します。 

  ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） それでは、福祉教育常任

委員長の報告に対し質疑をいたします。 

  議案第58号 那須塩原市スポーツ推進基本計画

についてですが、33ページ、スポーツ施設の整備

というところで、スポーツ施設整備計画に基づき

という文言と、⑵の総合スポーツ活動拠点、総合

スポーツゾーンの整備検討事業というふうになっ

ておりますが、現在進行中のスポーツ施設整備計

画については、スポーツ施設の拠点化を目的とす

るというふうなことでうたっておったと思います。

そこで、⑵で総合スポーツ活動の拠点の整備を検

討するという事業だということでありますが、こ

れまで拠点化を図ってきたスポーツ施設整備計画

と、それを総合化─総合スポーツゾーンという、

総合化を図るというふうに、これは方針の変更も

あり得るというような内容に受け取ることもでき

ますが、そうした議論はなされなかったのか、お

伺いいたします。質疑、意見等はなしというよう

なご説明でしたが、よろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  ９番、伊藤豊美議員。 

○福祉教育常任委員長（伊藤豊美議員） 委員会の

中では、今、指摘されたことについては話し合い

は、先ほど言いましたように、委員会の中では特

に意見、質疑等はなかったことです。 

  以上です。ありませんでした。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 建設経済常任委員長に

お伺いをいたします。 

  陳情第２号 「森林・林業基本計画」の推進を

求める陳情についてでありますが、委員会の中で

の先ほどの審議内容につきましては理解をいたし

ましたが、このほか、他の委員から意見、討議等

はあったのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  ７番、櫻田貴久議員。 

○建設経済常任委員長（櫻田貴久議員） 報告のと

おりでありまして、他の委員からは何らございま

せんでした。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） この陳情は、12月議会

において継続審査となったものかと思っておりま

す。継続審査をした理由について、これ、調査を
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したいというようなことだったと思いますが、こ

の委員会の中で調査についての審議とか議論はな

されたのかどうか、確認いたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  ７番、櫻田貴久議員。 

○建設経済常任委員長（櫻田貴久議員） それでは、

眞壁議員の今のことについて答弁をしますが、ま

ず最初に継続になった経緯を説明したいと思いま

す。 

  陳情書について、栃木地域森林労連というとこ

ろから出されており、この労働組合そのものが林

野庁の関係するところの労働組合にあり、実際に

国の施策等に携わるところの職員でつくる労働組

合から、市町村、地方のほうに陳情をという形で

出されてきた趣旨をもう少し調査をしてみたい。

また、平成29年度概算要求で計上された予算の確

保を図るようにということで書かれているが、概

算要求がどのようなものがされているのか、これ

らについてもまだまだ調べる必要があると思い、

継続審査としたいと。 

  もう一方、本来こういう陳情は各地域に森林組

合があるわけで、森林組合の方々から諮ってもら

う。そういった各森林組合の意向を踏まえて、両

者でこういった陳情が出てくるということである

ならば違和感はないと思う。また、森林環境税、

これは仮称で、まだ導入されておらず、ここの部

分をもうちょっと調べないとわからないという気

がすると継続にしたいという意見がございました。 

  なお、採決の結果、全員一致で継続審査となり

ました。それは議員もご承知だと思います。 

  なお、各委員各自で研究も進めており、常任委

員会全体として１月17日に農林整備課立ち会いの

もと、勉強会を実施しました。勉強会の内容とし

ては、近隣自治体の審査の状況や森林・林業基本

計画に関する計画等について勉強をいたしました。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 再度お伺いしますが、

その内容について、前回の委員会の中では全く意

見、討論等は出なかったということでよろしいで

しょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  ７番、櫻田貴久議員。 

○建設経済常任委員長（櫻田貴久議員） 先般、説

明したとおりで、全員一致で不採択になっていま

すので、その前段のところは委員の人が理由を言

って、それが認められて不採択という形になりま

した。もちろん議論はしました。 

○議長（中村芳隆議員） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、各委員長の報告に基づ

き討論、採決を行います。 

  議案第16号から議案第36号まで及び議案第38号

から議案第58号までの42件については、討論の通

告者がおりませんので、討論を省略いたします。 

  議案第16号から議案第36号まで及び議案第38号

から議案第58号までの42件については、各常任委

員長報告はいずれも原案可決であります。 

  採決いたします。 

  議案第16号から議案第36号まで及び議案第38号

から議案第58号までの42件については、各常任委

員長報告のとおり決することで異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第16号から議案第36号まで及び議
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案第38号から議案第58号までの42件については、

原案のとおり可決されました。 

  会議の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  次に、請願・陳情等に入ります。 

  陳情第２号 「森林・林業基本計画」の推進を

求める陳情について、討論を許します。 

  14番、眞壁俊郎議員。 

〔１４番 眞壁俊郎議員登壇〕 

○１４番（眞壁俊郎議員） 「森林・林業基本計

画」の推進を求める陳情について、採択の賛成討

論をいたします。 

  日本の林業は国土の約３分の２を占め、国土の

保全、水源の涵養、生物多様性の保全、地球温暖

化防止、木材等の生産など、多面的機能を有して

おります。その多面的機能を通じて国民生活にさ

まざまな恩恵をもたらす緑の社会資源であり、そ

の多くは戦後、先人の努力により、植栽、保育さ

れたものです。その森林の半数以上の人工林がシ

バヅキであり、森林資源を有効活用すると同時に、

計画的に再造成すべき時期を迎えており、過去に

経験したことのない新たな段階に入っております。 

  このように大きな転換期を迎えた森林を適切に

整備、保全しつつ循環利用することは、森林保全

培養と森林生産力の増進を図るだけでなく、国土

保全等の公益的機能を維持、向上させ、ひいては

環境負荷の少ない社会の形成、伝統的または新た

な木の文化の継承と創造に大きな役割を果たすも

のであります。 

  那須塩原市の森林状況は、森林総面積として３

万8,424haを有しており、市総面積の５万9,274ha

のうち65％を占めており、まさに日本の森林状況

と同じであります。 

  本市としても豊富な森林資源の循環利用を確立

させ、森林の公益的機能の維持、増進を図るとと

もに、林業、木材関連産業を振興させることは重

要な課題であります。森林・林業木材関連産業の

現状は、長期にわたる経済低迷の影響により、経

営基盤が依然として脆弱であり、山村の疲弊も著

しい状況にあります。 

  「森林・林業基本計画」の推進を求める陳情は、

平成29年度の予算の確保を図ること、地方財政措

置の充実を図ること等の財政面、また人材育成に

向けた人的支援、地域材の安定供給体制の確立並

びに促進利用、山村地域においての雇用の拡大、

改善、林業労働力の育成、確保、労働安全対策の

強化、公的森林整備の拡充などを国に求めるもの

であります。那須塩原が進める環境基本計画や森

林整備計画等の推進にも利するものであります。 

  本陳情の建設経済常任委員会の審議において、

国の平成29年度予算については、衆参各委員会で

審議をされている状況で、間に合わない状況との

理由で不採択となりましたが、国の平成29年度予

算審議は現在も審議中であります。また、平成29

年度予算には補正予算もあることから、陳情趣旨

は十分満たされているものであります。 

  以上、賛成討論といたします。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で討論を終結いたし

ます。 

  陳情第２号について、建設経済常任委員長報告

は不採択です。 

  採決いたします。 

  陳情第２号について、採択することに賛成の議
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員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中村芳隆議員） 起立少数。 

  よって、陳情第２号については不採択と決しま

した。 

  次に、陳情第３号 「高額療養費」「後期高齢

者の窓口負担」について現行制度の継続を求める

意見書提出に関する陳情書について、討論を許し

ます。 

  23番、平山啓子議員。 

〔２３番 平山啓子議員登壇〕 

○２３番（平山啓子議員） 公明クラブ、平山啓子

でございます。 

  陳情第３号 「高額療養費」「後期高齢者の窓

口負担」について現行制度の継続を求める意見書

提出に関する陳情書に不採択の討論を行います。 

  高齢化の進展に伴って、ふえ続ける医療や介護

などの社会保障費の抑制は、財政健全化の視点か

ら避けて通れない課題ですが、年金が頼りの高齢

者や闘病が続く人などにとっては、大きな影響が

あるだけに、慎重に検討しなければなりません。

財政の悪化を防ぎ健全化を進める観点から、その

伸びを一定程度に抑えることが求められておりま

す。所得に応じて医療費の自己負担額に上限を設

ける高額療養費制度における70歳以上の自己負担

限度額の見直しが行われました。この見直しでは、

所得の低い人の負担増を避けるため、住民税非課

税の人は従来どおりに据え置かれました。 

  厚労省は当初、対象者が約1,240万人にのぼる

一般区分─これは年収が370万円未満で住民税

課税の方の区分に対し、外来の限度額を現在の月

１万2,000円から月２万4,600円に、２倍以上も引

き上げる案を提示しました。しかし、一般には年

金生活者の大半が含まれます。社会保障費の伸び

は簡単に抑えられるかもしれませんが、これでは

対象者への影響が大き過ぎます。慎重な検討の結

果、一般の外来の限度額を2017年８月から月１万

4,000円に、2018年８月から月１万8,000円になり、

引き上げ幅を厚労省が提示した金額の半分以下に

なりました。さらに、限度額の年間上限を新設し、

現行の限度額の12月分に当たる14万4,000円とし、

これにより年単位で見れば上限額は変わらないこ

とになります。 

  一方、一定以上の収入がある高齢者の方には相

応の負担をお願いすることになります。ただ、年

をとれば医者にかかる回数もふえ、介護の必要性

が出てくる可能性も高くなります。そうした実情

を十分に考慮することが大前提となっています。 

  また、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度

は、低所得者の保険料の均等割部分を９割、また

は8.5割軽減する特例を当面継続。保険料の所得

割部分を５割軽減する特例は、経過措置を設けた

上で2018年度に解消する方向となっています。財

政健全化を理由に社会保障費の削減ばかりに目を

向けるようでは、市民の理解を得られません。と

はいえ削減反対を叫ぶだけでは財政の舵取りを担

う議会として余りに無責任ではないでしょうか。

市民の暮らし、市民の財政を守り抜く使命、責任

があると思います。 

  よって、陳情第３号 「高額療養費」「後期高

齢者の窓口負担」について、現行制度の継続を求

める意見書提出に関する陳情書に不採択といたし

ます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、11番、髙久好一議

員。 

〔１１番 髙久好一議員登壇〕 

○１１番（髙久好一議員） 11番、日本共産党の髙

久好一です。 

  陳情第３号 「高額療養費」「後期高齢者の窓
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口負担」について現行制度の継続を求める意見書

提出に関する陳情に採択を求め討論いたします。 

  本陳情は、現場で直接、高齢者と接する医院や

診療所などがつくる栃木県保険医協会から提出さ

れたものです。政府は2017年度の予算案で社会保

障の1,400億円を削減し、負担増などで絶え間の

ない社会保障の改悪を続ける閣議決定をしていま

す。昨年度末に経済財政諮問会議が発表した2016

年改定版経済・財政再生計画工程表は、社会保障

制度を総合的に改悪する政府全体の進行表です。 

  2016年度から2018年度の３年間を集中改革期間

としています。その中間年である2017年度だけで

も、４月から後期高齢者の保険料軽減の特例措置

を廃止に向け、負担増が段階的に実施されます。

続いて、８月には高額療養費制度の引き上げが段

階的に実施されます。介護保険では総報酬制が導

入されます。10月からは医療費療養病床の65歳以

上に光熱水費の負担を段階的に引き上げが実施さ

れ、継続的な負担増が開始されます。高額療養費

では収入区分一般の場合、負担上限の１万2,000

円がことしの８月から１万4,000円に、さらに

2018年には１万8,000円と、連続的に負担増が押

しつけられます。療養病床では65歳以上で医療費

区分１の居住費１日当たり320円が、ことしの10

月から370円と引き上げられ、食費と合わせ月５

万2,500円の負担となります。 

  さらに深刻なのは、居住費負担がなかった医療

区分２、３の患者にも１日200円、2018年４月か

らは370円と月額１万円を超える負担が新たに課

せられることになります。負担増を理由にした治

療の中断や退院を余儀なくされることなど、影響

が危惧されるのは当然です。治療中断が生じた患

者は、内科系の医療診療所では高血圧症や糖尿病

がそれぞれ６割を超え、定期的な受診と継続的な

治療が必要な疾病で治療中断が生じており、重症

化が懸念されています。 

  保険医協会の2015年実施実態調査でも、患者の

経済的な理由によると思われる治療の中断が45％、

また、約37％が医療費負担を理由に治療や検査を

断られたことを経験しているとしています。年金

収入も減っている中で、窓口負担が２割に引き上

げることになれば、受診抑制が加速し、結果とし

て疾病の重症化、長期化を招き、医療費の増大の

要因にもなってきます。 

  後期高齢者の保険料軽減の特例措置廃止では、

元扶養家族に対する９割の特例軽減がなくなれば、

保険料負担が10倍になる例も出ています。社会保

障の給付削減、負担増は、貧困と格差に拍車をか

け、国民の暮らしと矛盾を拡大しています。選挙

時には声高に医療費の維持を強調する一方で、社

会保障の根幹となる介護や高齢者医療制度の連続

的な改悪と負担増を押しつけることは、国民に対

するだまし討ちであり、高齢者の健康の維持と命

に直接かかわる問題です。 

  保険あって介護なしは、保険介護発足当時から

言われてきましたが、介護保険の父と言われる最

後の老人保健局長も、介護保険の現状は国家的詐

欺と言われても反論できないと発言するなど、改

悪と負担増が繰り返されています。患者や国民と

ともにこのような無謀で誤った政策はやめさせな

ければなりません。 

  陳情書が求める患者の負担増で受診抑制が起き

ないよう、現行の高額医療制度や後期高齢者の窓

口負担の継続を求める意見書を国に提出すること

を求めて、本陳情書を採択するよう求める討論を

終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で討論を終結いたし

ます。 

  陳情第３号について、福祉教育常任委員長報告

は不採択であります。 
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  採決いたします。 

  陳情第３号について、採択することに賛成の議

員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中村芳隆議員） 起立少数。 

  よって、陳情第３号については不採択と決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７号～議案第１５号の予

算常任委員長報告、質疑、討論、

採決 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第２、議案第

７号 平成29年度那須塩原市一般会計予算から議

案第15号 平成29年度那須塩原市水道事業会計予

算までの９件を議題といたします。 

  議案第７号から議案第15号までの９件について

は、予算常任委員会に付託してありますので、審

査の結果の報告を願います。 

  予算常任委員長、10番、松田寛人議員。 

〔予算常任委員長 松田寛人議員登壇〕 

○予算常任委員長（松田寛人議員） これより予算

常任委員会の審査の経過と結果についてご報告を

いたします。 

  平成29年第１回那須塩原市議会定例会において、

当委員会に付託された案件は、議案第７号から議

案第15号までの平成29年度予算案件９件です。 

  これらの付託案件を審査するため、３月15日水

曜日午前10時から本庁303会議室において、委員

全員出席のもと、予算常任委員会全体会を開催し、

慎重に審査をいたしました。 

  審査に当たりましては、私と２人の副委員長か

ら各分科会における審査結果の報告を行い、その

後、議案ごとに質疑、討論、採決を行いました。 

  それでは、その結果を申し上げます。 

  初めに、議案第７号 平成29年度那須塩原市一

般会計予算についての質疑では、委員から、企画

部の一部事務組合負担金の内容について質疑があ

り、一部事務組合負担金は那須地区広域行政事務

組合の負担金であるとの答弁がありました。 

  また、討論では、委員から、保育園臨時職員配

置費は平成28年度と同程度の予算計上となってい

る。市の保育士の63％が臨時職員であるが、臨時

職員の多様な働き方に関し、市は対処していると

しているが、改善が図られておらず、保育の質の

確保には大きな問題がある。臨時保育士の日給が

上がらないことは処遇改善につながらないとの反

対討論がありました。 

  起立による採決の結果、議案第７号 平成29年

度那須塩原市一般会計予算は、賛成多数により、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第８号 平成29年度那須塩原市国民

健康保険特別会計予算について、討論では、委員

から、栃木県内でも多くため込まれた本市の財政

調整基金は、１人当たりに換算すると３万円以上

と、県内の市町の中でも突出した状況である。平

成29年度予算として財政調整基金の７割以上の11

億4,387万3,000円を取り崩し、通常の療養給付費

に充当するとしている。多くの市や町では一般会

計から繰り入れをふやし、住民の国民健康保険料

負担を軽減するため国保財政を懸命につくり出し

ている。今年度の国民健康保険特別会計予算も多

額の財政調整基金の取り崩しによって賄われるこ

とになる。このような予算の取り組みは到底認め

ることができないとの反対討論がありました。 

  起立による採決の結果、議案第８号 平成29年

度那須塩原市国民健康保険特別会計予算は、賛成

多数により、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
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  次に、議案第９号 那須塩原市後期高齢者医療

特別会計予算から議案第14号 那須塩原市墓地事

業特別会計予算までの特別会計に係る予算案件６

件につきましては、委員からの質疑及び討論はな

く、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次に、議案第15号 平成29年度那須塩原市水道

事業会計予算につきましては、委員から質疑及び

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  以上をもちまして、予算常任委員会の報告を終

わります。 

○議長（中村芳隆議員） 予算常任委員長の報告が

終わりました。 

  予算常任委員長の報告に対し、質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、予算常任委員長の報告

に基づき討論、採決を行います。 

  議案第７号 平成29年度那須塩原市一般会計予

算について、討論の通告者に対し順次討論を許し

ます。 

  11番、髙久好一議員。 

〔１１番 髙久好一議員登壇〕 

○１１番（髙久好一議員） 11番、日本共産党の髙

久好一です。 

  議案第７号 平成29年度那須塩原市一般会計予

算に反対する討論です。 

  市は、予算編成のキーワードを市民優先とし、

市民の日常生活をしっかりと支え、安心して生活

できるまちづくりに取り組んでいくための予算と

して、総額484億7,000万円を計上しています。今

回の予算で評価できる点は、全小中学校普通教室

へのエアコンの設置や、高齢者外出支援タクシー

券、はじめてのごはん事業に向けた予算が継続さ

れ、オレオレ詐欺や還付金詐欺など、高齢者や市

民生活を守る特殊詐欺対策に撃退機器の予算が計

上されたことです。 

  反対する第１の理由は待機児問題です。本市の

待機児童数は72人で、さらに隠れ待機児が110人

います。市は、新設保育所が整備されカバーでき

るとしていますが、民営保育所整備の事業者が集

まらないため、入札が成立せず、整備の停滞も出

ています。待機児ゼロ宣言はできる状況にはあり

ません。 

  厚労省によると、2016年度の調査では地方行革

を看板にした歴代政権のもとで、公立保育所の廃

止や民営化が進められ、2012年から2016年の５年

間のデータでも、公立保育所は1,358カ所減る一

方、民間保育所は1,090カ所増加しています。背

景には公立保育所の運営費の一部一般財源化や整

備費の一般財源化を推し進め、国の責任を地方に

押しつけてきたことがあります。国は、市や町に

対し2014年から公共施設等総合管理計画の策定を

求め、市もこれに沿って保育園の民営化をさらに

進めようとしています。反対する以外にありませ

ん。 

  深刻な保育所の待機児対策が進められる中、隠

れ待機児童の存在も明らかになり、安倍自公政権

は成長戦略の柱と位置づけた待機児ゼロを達成す

る公約を断念しました。市は、保育園臨時職員配

置費として、昨年と全く同じ４億円を計上してい

ます。市の保育所の63％が臨時職員としています

が、１人７時間45分の勤務としての換算での数字

であり、実数はさらに高く、７割を超えると思わ

れます。市は保育士の多様な働き方に応えた勤務

を強調しますが、職員の多くは再任用を繰り返し
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ており、実態とかけ離れています。本市の保育所

の配置と待遇は臨時職員に依存した異常な状態が

続いており、保育の質の確保に関しても大きな問

題があり、認めることができません。 

  公立保育所のあり方は、民間の認定子ども園の

あり方にも大きな影響を及ぼします。深刻な保育

士不足は、保育所増設が進まない要因の一つにも

なっています。ところが、市の臨時保育士の日給

は近隣の市や町が１万円を超えて報道される中、

昨年と全く変わらない9,040円であり、実質的な

処遇改善にはつながっていません。市は生活を支

える職業として賃金の抜本的な引き上げと、資格

があり再任用を繰り返す職員は正規の職員として

採用し、保護者が願う安心の保育を確保すべきで

す。学費をかけて４年間学んでも無資格と変わら

ない待遇では、保育士への志をそぎ落とし、保育

士確保にはつながらず、保育の質の低下が危惧さ

れます。 

  反対する第２の理由は、国民健康保険特別会計

への繰出金が７億3,035万5,000円と、昨年より

3,876万6,000円が減額されています。多くの市や

町は工夫をし、知恵を絞って一般会計からの繰り

出しをふやしています。国保会計の実質赤字を示

す一方で、一般会計からの繰り入れを減額するや

り方は到底認められません。市の子ども医療助成

事業に３億3,204万2,000円の計上があります。国

は子どもや重度心身障害者など、医療費窓口負担

の無料化を実施した全国の自治体に対し、国民健

康保険の国庫負担を減額するペナルティー、制裁

措置を毎年科しています。 

  県内市町でも少子化対策や子育て支援を行うた

め、国のペナルティーを乗り越え、高校まで現物

給付とするさくら市や那須町、塩谷町があります。

本市は高校生まで無料化したものの、窓口負担な

どが多数あり、子ども医療のあり方を見直し、高

校生までの早急な現物給付とするよう求めるもの

です。 

  社会保障・税番号システム整備に関する予算が、

ことしも1,385万3,000円が関連事務費やシステム

管理費に計上されています。市民には徴税の強化

と社会保障の利用抑制が目的であり、メリットは

身分証明書として使える程度でしかなく、15日ま

で行われていた税金の申告には個人番号を提出し

なくても何の不利益も受けないと、総務省と国税

庁が答えています。本市で昨年発行された個人番

号カードは１万枚です。申請されたものの受け取

りに来ない市民も904人おり、転出、入院、死亡、

必要がないなどの理由からです。 

  行政目的以外の民間への利用拡大は次々に予定

されており、情報漏洩の危険は一層増大していま

す。個人番号カードは情報が集積すればするほど

狙われる価値が高くなり、対策はドイツなどで行

われている情報の分散管理が有効とされています。

市民の大切な個人情報を守るためにも、個人番号

制度は中止、廃止すべきです。 

  定住促進に関する問題では、人口増になった市

町村に共通する言葉は、特別な対策は行っていな

い。住民にとって何が必要か真剣に対応してきた

ら、いつの間にか住民がふえていたという教訓的

な答えです。予算編成には市民サービスを低下さ

せず、事務事業を見直し、市税等の自主財源の確

保など、多様な市民ニーズに応える市民サービス

を確保し、市民の暮らしとなりわいを守る那須塩

原市本来の仕事ができるよう要望し、議案第７号

 平成29年度那須塩原市一般会計予算に反対する

討論を終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、５番、佐藤一則議

員。 

〔５番 佐藤一則議員登壇〕 

○５番（佐藤一則議員） 議席番号５番、ＴＥＡＭ
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那須塩原、佐藤一則です。 

  議案第７号 平成29年度那須塩原市一般会計予

算について、賛成討論を行います。 

  平成29年度は、第２次那須塩原市総合計画のス

タートの年であり、将来の活力ある発展に向けて

新たな一歩を踏み出す年であります。この新たな

総合計画に市長が掲げた施策に当たっては、人が

基本という視点で那須塩原市に住み、生活する皆

様を一番に考えることを基本姿勢とし、今後の厳

しい財政運営状況の中にあっても、将来を見据え、

財政の健全性に配慮しつつも、将来像の実現に向

けた施策を推進する考えである。 

  平成29年度那須塩原市一般会計予算のキーワー

ドである市民優先の公約を着実に実現しているほ

か、総合計画の新たな展開や重点プロジェクトに

位置づけられた主要事業では、豊かな自然と共に

生きるために、まちの安全安心を守るために、誰

もが生き生きと暮らすために、快適で便利な生活

を支えるために、地域の力と交流を生み出すため

に、まちの活力を高めるために、未来を拓く心と

体を育むために、まちの持続的発展のために、こ

れら事業を中心に計上されており、まさしく県北

地域の中心都市としての位置づけを確立するとと

もに、市民の皆様の日常の生活をしっかりと支え、

安心して生活できるまちづくりに取り組んでいく

予算である。 

  本市は、合併から10年余りが経過したところで

すが、深刻化する人口減少や少子高齢化、急速に

進む高度情報化、大規模な自然災害の発生、分権

型社会の転換など、まさにこの10年間は社会情勢

が目まぐるしく変化する大変重要なスタート予算

であることから、議案第７号 平成29年度那須塩

原市一般会計予算について、賛成の討論といたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で討論を終結いたし

ます。 

  議案第７号については、予算常任委員長報告は

原案可決であります。 

  採決いたします。 

  議案第７号については、予算常任委員長報告の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中村芳隆議員） 起立多数。 

  よって、議案第７号については、原案のとおり

可決されました。 

  次に、議案第８号 平成29年度那須塩原市国民

健康保険特別会計予算について、討論の通告者に

対し、順次討論を許します。 

  11番、髙久好一議員。 

〔１１番 髙久好一議員登壇〕 

○１１番（髙久好一議員） 11番、日本共産党の髙

久好一です。 

  議案第８号 平成29年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算に反対する討論です。 

  本会計は、国民皆保険を支える国民健康保険の

運営を目的に設置したものであり、平成29年度は

平成27年度の決算、平成28年度の医療給付状況を

分析し、適切な保険運営のため予算を計上するも

のとしています。予算は平成29年度被保険者数を

前年度に比べ1,340人減の３万3,797人とし、予算

額は前年度比2.3％増の163億8,647万4,000円とし

ました。市町村の国保財政がこんなに厳しくなっ

た最大の要因は、国が国庫負担の50％を半分以下

の24％まで引き下げてきたことにあります。栃木

県の自治体の国保収納率が悪いのは、栃木県内の

保険料が高く、他の県に比べ県民への支援が少な

いからです。国には国庫負担をもとに戻すよう、

県には支援をふやすよう要請するべきです。 

  反対する理由の第１は、栃木県で２番目に多く

ため込まれた本市の国保財政調整基金は16億
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3,000万円であり、県内の市や町の中では１人当

たりに換算すると８円や31円の町がある中で、本

市は３万円以上と突出して多額です。平成29年度

は昨年度より２億2,382万1,000円多い財政調整基

金の７割以上の11億4,387万3,000円が取り崩され、

通常の療養給付費に充当するとしています。イン

フルエンザや緊急の備えとして積み立てるという

今までの市の説明ではもう成り立ちません。保険

給付費93億7,964万1,000円の12.2％を財政調整基

金で賄うというやり方です。 

  一方で、一般会計からの繰入金はことしも７億

3,035万3,000円と、昨年より3,874万6,000円減額

しています。こうした前の市長と同じやり方を市

長がかわっても２年間続けています。多くの市や

町は一般会計から繰り入れをふやすため知恵を絞

り、市民の国保税負担を軽減するための国保財政

を懸命につくり出しています。ことし、国保会計

予算に繰り入れられた繰入金金額は16億8,915万

3,000円で、昨年より1.7％増となっていますが、

2,847万3,000円しかふえていません。国保予算の

増額分７億7,632万1,000円と比較すると147.3％

も大きな金額が財政調整基金の繰り出しによって

賄われていることになり、財政調整基金の取り崩

しを目的にしたような予算の組み方は到底認める

ことはできません。 

  豊かな財政調整基金は高い国保税の余った分を

合併以来積み上げてきたものであり、市民から預

かった大切な財産です。財政調整基金の取り扱い

は、市が保険料を引き下げ、払いやすい国保税に

するとともに、積極的な予防医療やがん検診の一

部負担金をなくし、市民の目に見える形で還元す

るのが多くの市や町のやり方です。 

  反対する理由の第２は保険証の取り上げ問題で

す。厚労省の2016年の県内市町の国保滞納等の速

報値が発表されました。資格証発行が９年連続全

国ワーストワンの栃木県那須塩原市の国民健康保

険で大きな課題は、県内５位の保険証取り上げを

直ちにやめて、平成29年度歳入の24.1％を占める

保険税31億4,245万9,000円の収納率を引き上げる

ため、市民が払いやすい保険料への引き下げと市

民生活の実情に沿った土日の納税相談などを強化

することです。 

  那須塩原市の2016年度の資格証発行世帯は671

世帯となり、発行率では県で５番目に高い3.45％

です。発行率では栃木市が１位になり、真岡市２

位、鹿沼市が３位と、他の市はかわりました。栃

木県全体の8,680世帯の7.7％を那須塩原市が占め

ています。市民に機械的で過酷な保険証の取り上

げには反対します。 

  国民健康保険法第１条には、この法律は国民健

康保険事業と健全な運営を確保し、もって社会保

障及び国民保険の向上に寄与することを目的とす

ると、国保は社会保障に寄与する制度であり、社

会保障と明確に規定しています。さらに、９条で

も、災害や病気など特別な事情があれば保険証を

維持できる決まりです。全国３割を超える市町村

では既に保険証の取り上げをやめています。国が

この事実を認めるようになって７年目になります。

資格証を発行しても、結果的には診療がおくれ、

病状の悪化を招き、医療費の増大にもつながり、

収納率も上がらず、よいことは何もないという理

由からです。 

  昨年も保険証がなく治療がおくれ、命を落とす

事例が報告されています。国がこうした調査をし

ようとしない中、医療機関の有志が調査を続けて

います。県内では那珂川町が唯一、ことしも資格

証を発行しませんでした。県内でも幾つかの市や

町のほぼ半数が国保財政の単年度決算は赤字です。

市は、保険証がなくても無料または低額で診療が

受けられる制度があり、県内の医療機関としては
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済生会と宇都宮の協立病院が認められていること

を市民に早急に知らせるべきです。日赤はこの制

度を事実上取りやめました。 

  国保の都道府県広域化は社会保障と税背番号制

度、病床転換支援金は市区町村の独自の取り組み

を困難にさせ、住民の声を届きにくくする住民自

治を崩壊させる制度です。市や町は国の言いなり

になるのか、市民の健康を守る立場で国保税の引

き下げや値上げを抑制する努力を続けるのかが厳

しく問われています。市の国保財政再建への道は

改善が続いていますが、警戒も必要です。こうし

た中、本市本来の市民の健康と命を守るという仕

事ができるよう、強く求めるものです。 

  議案第８号 平成29年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算に反対する討論を終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、19番、若松東征議

員。 

〔１９番 若松東征議員登壇〕 

○１９番（若松東征議員） 19番、若松東征です。 

  議案第８号 平成29年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算について、賛成の立場で討論いた

します。 

  平成29年度の国民健康保険の特別会計は、前年

度と比べ３億6,524万9,000円、率にして2.3％増

加し、総額163億8,647万4,000円の予算を見込ん

でおります。本市の国民健康保険の運営は、保険

給付費が被保険者の高齢化や医療技術の高度化な

どにより、増加する一方、被保険者の減少ととも

に保険納税額が減少など、大変厳しいものがあり

ます。国民健康保険は、国民全てが安心して加入

する国民皆保険制度であることから、この制度を

安定的に継続して運営することが被保険者の健康

を守る基本となります。平成29年度予算について

は、国民健康保険税条例の改正を行うなど、平成

30年度の国民健康保険制度改革を見据えて、保険

財政の安定化や保険税の公平性による円滑な移行

に向けて取り組むとともに、平成27年度の決算及

び平成28年度の医療給付状況などを分析し、適切

な保険運営を進めるための予算であると判断し、

今後も財源確保のため、保険税収納率の向上や医

療費の公平性に努めるなど、適切な運営をお願い

し、議案第８号 平成29年度国民健康保険特別会

計予算に賛成する討論といたします。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で討論を終結いたし

ます。 

  議案第８号については、予算常任委員長報告は

原案可決であります。 

  採決いたします。 

  議案第８号については、予算常任委員長報告の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中村芳隆議員） 起立多数。 

  よって、議案第８号については原案のとおり可

決されました。 

  会議の途中ではありますが、ここで昼食のため

休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  次に、議案第９号 平成29年度那須塩原市後期

高齢者医療特別会計予算から議案第15号 平成29

年度那須塩原市水道事業会計予算までの７件につ

いては、討論の通告者がおりませんので、討論を

省略いたします。 
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  議案第９号から議案第15号までの７件について、

予算常任委員長の報告はいずれも原案可決です。 

  採決いたします。 

  議案第９号から議案第15号までの７件について

は、予算常任委員長報告のとおり決することで異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号から議案第15号までの７件

については、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第６号の上程、説明 

○議長（中村芳隆議員） 次に、お諮りいたします。 

  日程第３、報告第６号 専決処分の報告につい

てを議題といたします。 

  本案について報告、説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（片桐計幸） 報告第６号につきましては、

地方自治法第180条第１項の規定により、学校給

食費請求事件に関する和解について、専決処分し

たものでありますので、同条第２項の規定により

ご報告を申し上げるものであります。 

  議案書２ページから３ページ、議案資料はござ

いません。 

  本件は、大田原簡易裁判所に継続中の学校給食

費請求事件に関し、和解するものであります。 

  和解の内容につきましては、相手方が未払学校

給食費16万7,020円及び支払督促申立手続費用

2,164円の合計16万9,184円の支払義務を認め、分

割により支払うものであります。支払額は平成29

年４月30日までに３万2,164円、同年６月９日ま

でに10万円、同年10月10日までに３万7,020円と

し、１回目の分割金は市へ持参して支払い、２回

目及び３回目につきましては児童手当法第21条第

１項の規定による申し出を行い、支払いを受ける

べき児童手当を充てるものであります。 

  また、分割金の支払いを１回でも怠ったときは、

以後、分割を認めず、直ちに残額を支払うものと

します。なお、訴訟費用は各自負担といたします。 

  以上、ご報告を申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 報告、説明が終わりまし

た。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第４、議案第

59号 平成28年度那須塩原市一般会計補正予算

（第８号）を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（片桐計幸） 議案第59号 平成28年度那

須塩原市一般会計補正予算（第８号）について、

提案のご説明を申し上げます。 

  議案書１ページ、議案資料１ページから３ペー

ジでございます。 

  今回の補正予算は、固定資産税及び都市計画税

の課税誤りによる過誤納金の返還のほか、国庫支

出金の精算による返還に必要な経費について予算

措置を行うものであります。 

  補正の内容は、歳出では議案資料３ページ、２

款総務費で、固定資産税及び都市計画税に係る過

誤納金の還付金及び還付加算金4,598万4,000円を

追加し、同ページ、３款民生費では平成27年度に

生活困窮者自立支援事業及び生活保護費の財源と

して交付を受けた国庫支出金の精算による返還金

1,867万円を追加する一方、同ページ、14款予備
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費で6,465万4,000円を減額して調整するもので、

予算総額の変更はございません。 

  また、これら歳出予算補正のほか、１件の繰越

明許費補正を行うものであります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願いを申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第59号につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により、委

員会の付託を省略することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第59号については、委員会の付託

を省略することに決しました。 

  本案について質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認め、討論を

終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第59号については、原案のとおり決するこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発議第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第５、発議第

１号 那須塩原市議会政務活動費の交付に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  議会活性化検討特別委員長、17番、吉成伸一議

員。 

〔議会活性化検討特別委員長 吉成伸一議員登壇〕 

○議会活性化検討特別委員長（吉成伸一議員） 発

議第１号 那須塩原市議会政務活動費の交付に関

する条例の一部改正について申し上げます。 

  本案につきましては、議会活性化検討特別委員

会において、議会改革のさらなる向上のため、市

民に対しての政務活動費使途の透明性を図る目的

として、会計帳簿及び領収証等のインターネット

公開を平成29年度政務活動費交付分より行うこと

を決定したことに伴い、那須塩原市議会政務活動

費の交付に関する条例の一部改正するものであり

ます。 

  主な改正の内容について申し上げます。 

  まず、前回の条例改正において、条例中に引用

する法令の条項のずれを改め、収支報告書等の提

出は領収証の写しから領収証に、提出は４月30日

から当該年度末日とし、別表の資料作成費の内容

に事務用機器リース料を追加し、項目の広報費広

聴費を広聴広報費とするものであります。 

  詳細につきましては、議案資料及び添付の新旧

対照表をごらんいただきたいと存じます。 

  議員各位におかれましては、原案のとおりご決

定いただきますようお願い申し上げ、提案の説明

といたします。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 
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  質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認め、討論を

終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  発議第１号については、原案のとおり決するこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発議第２号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第６、発議第

２号 地方議会議員の厚生年金への加入について

の意見書の提出についてを議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  12番、鈴木紀議員。 

〔１２番 鈴木 紀議員登壇〕 

○１２番（鈴木 紀議員） 発議第２号 地方議会

議員の厚生年金への加入を求める意見書の提出に

ついて、提案理由を申し上げます。 

  地方分権が進展する中、社会は高度化、複雑化

し、行政の需要はますます増大し、二元代表制の

一翼を担う議会の役割は大変重要となっておりま

す。とりわけ少子高齢化と人口減少問題が同時並

行で進展し、2040年までに896の自治体が消滅す

ると予測した日本創成会議の発表には大きな衝撃

を受けました。 

  このような中で、我が国が直面する大きな課題

に対して、各地域がそれぞれの特徴を生かした自

立的で持続可能な社会を創生する地方創生を推進

することに、地方議会は大きな責任を担っている

と私は考えております。地方議会議員は真の地方

自治の実現に向け情報の公開を図り、議会活動へ

の説明責任を果たし、開かれた議会運営を行うと

ともに、議会改革に継続して取り組み、市長を初

めとする執行機関と緊張ある関係を保ち、独立対

等の立場で市の政策決定や事務の執行を監視、評

価し、市議会としましても政策立案や政策提言に

努める必要があります。 

  また、市民の負託に応えるためには、これまで

以上に地方行政に対して広範かつ専門的な多くの

課題について、執行部への監視機能をさらに充実

するとともに、不断の議会改革に取り組むことが

求められております。 

  一方で、地方議会議員には、議会活動に加え地

域における市民ニーズの把握など、さまざまな議

員活動が求められており、議員の専業化が進んで

いる状況にあります。本市におきましてもその傾

向を強く感じております。私はかねてから、議員

は幅広い年代層から、さらには多種多彩な立場を

代表する方がさまざまな角度から多くの視点で市

の政策、施策を監視することが好ましいと思って

まいりました。ところが、議員の身分は不安定で

あり、選挙で落選した際にはその職を失い、議員

報酬を初めとする生活保障を失うことになります。

市のため、地域のために少しでも役に立ちたいと

議員を目指す若い人たちにとりまして、果たして



－474－ 

議員が魅力的な職業として映っているのか、私は

甚だ疑問に思うことがあります。 

  また、昨今の地方選挙の結果を見ると、投票率

は低下傾向にあるとともに、無投票当選者の割合

が高くなるなど、市民の関心の低さや地方議会議

員のなり手不足が深刻な問題となっております。

地方議会議員が議員活動に専念できるよう、社会

保障制度を充実させることは、監視機能の強化、

ひいては地方自治のあるべき姿を実現するために

必要不可欠であると考えます。議員も一社会人で

あり、家族を持ち、養い、生活できるだけでなく、

議員を退いた後の生活環境を整えるために、地方

議会議員の厚生年金への加入を目指すべきだと考

えます。 

  私は、今定例会を最後に市議会議員の職を辞す

ことになり、仮に厚生年金への加入が実現しても

何の恩恵を受けることもありません。ではありま

すが、今現在、議員として活躍している同僚や、

これから新たに議員を目指す若い皆様のために、

今、私ができることは、議員の処遇を改善するた

めにも、賛成者を募り意見書の提出者となること

だと考えました。 

  これから再選を目指す議員の皆様にとりまして

は、意見書提出の趣旨に賛同できても、公費負担

が伴うなど、さまざまな理由からなかなか声を大

にして賛成しづらいことは、これまで12年間、市

議会議員を務めてきた私には理解できます。しか

し、議員の皆様に社会保障制度の充実がよいこと

なのか、悪いことなのか、いま一度お考えいただ

きたいと思います。 

  繰り返しにはなりますけれども、社会保障制度

を充実させることは、一社会人として家族を持ち、

養い、生活できるだけでなく、支える家族にとっ

ても安心につながる制度であると思います。議員

を退いた後の生活環境を整え、魅力的な職業とす

ることが必要だと私は考えます。 

  地方議会における市民の負託に応え得る人材確

保の観点から、地方議会議員の厚生年金加入のた

めの法整備を早急に実現することを強く要望し、

地方自治法第99条の規定により、意見書を提出す

るものです。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております発議第２号につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により、委

員会の付託を省略することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、発議第２号については、委員会の付託

を省略することに決しました。 

  本案について質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し討論を許します。 

  15番、齋藤寿一議員。 

〔１５番 齋藤寿一議員登壇〕 

○１５番（齋藤寿一議員） 地方議会議員の厚生年

金への加入を求める意見書の提出について、賛成

の立場で討論をいたします。 

  市議会議員として12年以上在職することにより

議員年金の受給資格が発生していた地方議会議員

年金制度は、平成23年６月に廃止されました。こ

れを受け、全国市議会議長会被用者年金制度加入

推進会議において、地方議会議員においても、厚

生年金に加入できるようにするための法整備を早

急に実現するよう、引き続き関係機関に要望する
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ことを決定をいたしました。地方創生が我が国の

将来にとって重要な政治課題となっており、その

実現に向けて大きな責任を有する地方議員の果た

すべき役割はますます重要となっています。 

  このような状況の中、地方議会議員はこれまで

以上に地方行政の広範かつ専門的な諸課題につい

て、住民の意向を酌み取り、的確に執行機関の監

視や政策提言を行うことが求められています。あ

わせて、地方議会議員は、議会活動のほか、地域

における住民ニーズの把握とさまざまな議員活動

を行っております。近年においては都市部を中心

に専業化が進んでいる状況にありますが、一方で

最近の選挙傾向の結果を見ると、投票率が低下傾

向にあるとともに、無投票当選者の割合が高く、

住民の関心の低さや地方議会議員のなり手不足が

深刻な問題となっておりますが、本市のように他

市より活発な新人候補が挑戦し、当選を果たして

おります。 

  厚生年金制度は、議員という高い志を目指して

来るものに対して、安定という面においては立候

補の決断の一つとなります。また、その反面、本

市のように多くの新人候補が挑戦し当選を果たし

ている、このような活発な市を全国においてもふ

やすことが責務であり、特に若手議員の将来に向

けた必要のある制度であります。国民の幅広い層

から、政治参加や地方議会における人材確保の観

点から、かつてのような特権的と言われたような

年金制度ではないことから、地方議会議員の厚生

年金への加入を求める意見書の提出について、賛

成をするものであります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、13番、磯飛清議員。 

〔１３番 磯飛 清議員登壇〕 

○１３番（磯飛 清議員） 議席13番、磯飛清です。 

  発議第２号 地方議会議員の厚生年金への加入

を求める意見書の提出について、賛成の立場で討

論をいたします。 

  地方議会議員の果たすべき役割は、ますます重

要になっております。都市部を中心に専業として

活動する議員の割合は高くなっております。その

状況は、都市部に限らず、地方の議会においても

同じような状況にあります。地方行政が抱える問

題は複雑多様化し、議員に対してこれまで以上に

高い資質と見識が求められるようになってきてお

ります。課題の解決、自己研鑽により、多くの時

間を費やすことが必要となってきております。さ

らに、那須塩原市議会は、近隣の他の議会に比べ、

議会改革、活性化が進んできていると実感してお

ります。 

  このような状況下、本市の議員においても当然

のこととはいえ、議会にかかわる仕事に割く時間

も相当ふえてきております。それらのことから、

地方議会議員の専業化、職業化は、本市において

も同様の傾向にあると実感しております。 

  以上のような背景から、今後、議会議員を目指

す有能な若い人たちのためにも、社会保障制度拡

充の必要性を感じております。議員になることを

目指す若い人たちが目標に向かって参加しやすい

環境を整備することは、我々議会人あるいは社会

として、大人としての責務であると思っておりま

す。若い人が広く志に向けて行動しやすいよう、

厚生年金や社会保険の加入はありがたい施策の一

つであり、その制度の整備は人材の確保につなが

ってくると思っております。 

  今回、提案されている厚生年金加入の公費負担

は、廃止となった特権的であるとされた議員年金

よりも大幅に少なくなると見込まれております。

また、民間企業で働く人たちと同様の社会保障の

内容であり、以前の議員年金制度とは全く異なっ

た制度であります。新制度の整備については、今
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だけを見るのではなく、10年後、20年先、将来を

見据えた判断も必要であります。 

  私は、今任期をもって議会を退きますが、その

経験から一つ申し上げます。多くの市民から選ば

れし者は、時には高い見地に立ち、広い識見を持

って判断することも重要な役目であるということ

であります。自信を持って職務を全うしていただ

きたく願うものであります。 

  以上、意見を申し添え、賛意を示し、当意見書

提出についての賛成討論といたします。 

○議長（中村芳隆議員） ほかに討論がないようで

すので、討論を終結することで異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認め、討論を

終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  発議第２号については、原案のとおり決するこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議あり」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議がありますので、採

決いたします。 

  議案第２号については、原案のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中村芳隆議員） 起立少数。 

  よって、本案は否決されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎所管事務調査報告について 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第７、所管事

務調査報告についてを議題といたします。 

  関係委員長は、登壇の上、報告願います。 

  初めに、議会運営委員長、20番、山本はるひ議

員。 

〔議会運営委員長 山本はるひ議員登壇〕 

○議会運営委員長（山本はるひ議員） それでは、

議会運営委員会の所管事務調査の報告を行います。 

  平成28年12月20日火曜日、東京日本橋の早稲田

大学サテライトキャンパスにて、早稲田マニフェ

スト研究所の中村健事務局長と西川事務局長補佐

による研修を行いました。今年度、当委員会では

７回にわたり議会に関する研修を受け持っていた

だいたことから、今回行ったものです。 

  当日は、各常任委員会における議員間討議につ

いて、あるいは一般質問、代表質問などの時間に

ついて、あるいは議会へのタブレットの導入につ

いてなど、先生の考え方を伺って研修をしてまい

りました。その内容について、また委員の皆様の

意見や感想につきましては、お手元に配付してご

ざいます報告書をごらんいただきたいと思います。 

  以上、報告といたします。 

○議長（中村芳隆議員） 次に、建設経済常任委員

長、７番、櫻田貴久議員。 

〔建設経済常任委員長 櫻田貴久議員登壇〕 

○建設経済常任委員長（櫻田貴久議員） それでは、

建設経済常任委員会の所管事務調査における行政

視察の報告を申し上げます。 

  平成29年１月25、26日の２日間、公共交通に関

する取り組み、観光に関する取り組み及び農業に

関する取り組みを中心に、青森県八戸市と青森市

を視察してまいりました。 

  まず、１月25日は、青森県八戸市において公共

交通に関する取り組みについて視察をしました。

新幹線で到着した八戸駅では、八戸公共交通アテ

ンダント「はちこ」の取り組みについて、実際の

駅での案内の様子等も見せていただきながら、説

明を受けました。 

  次の視察場所である八戸ポータルミュージアム



－477－ 

「はっち」までは、委員全員で実際に路線バスに

乗車し、八戸の公共交通を体感しながら向かいま

した。はっちでは、公共交通に関するインフォメ

ーションコーナーにおいて視察し、午後は市役所

にて公共交通の取り組み全般について説明を受け

ました。 

  また、同じく八戸市役所において、八戸市にお

けるデスティネーションキャンペーンに関する取

り組みについて伺いました。平成28年７月１日か

ら９月30日までの３カ月間、青森県・函館デステ

ィネーションキャンペーンが開催されたところで

す。 

  次に、１月26日は、青森県青森市において同じ

く先般終えたところであるデスティネーションキ

ャンペーンに関する取り組みについて伺いました。

また、農業分野においては全国でも余り例のない

取り組みである青森市新規就農者定着化支援事業

についても説明を受けました。 

  最後に、青森市文化観光交流施設である「ねぶ

たの家ワ・ラッセ」について視察をし、２日間の

日程を終えました。 

  先進的な公共交通の取り組みや、栃木県におい

てもこれから迎えるデスティネーションキャンペ

ーンに関する取り組みなど、大変参考になるもの

でした。 

  詳細につきましては、お手元に配付いたしまし

た報告書をお目通しください。 

  以上、建設経済常任委員会における所管事務調

査における行政視察の報告を終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 報告が終わりました。 

  以上で、所管事務調査報告を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議会活性化検討特別委員会の活

動報告について 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第８、議会活

性化検討特別委員会の活動報告についてを議題と

いたします。 

  議会活性化検討特別委員長の報告を求めます。 

  17番、吉成伸一議員。 

〔議会活性化検討特別委員長 吉成伸一議員登壇〕 

○議会活性化検討特別委員長（吉成伸一議員） 議

会活性化検討特別委員会における活動成果報告書

について、申し上げます。 

  本特別委員会は、平成25年６月７日に設置し、

議会活性化に関する調査、研究を行ってまいりま

した。調査、研究の結果をまとめましたので、会

議規則第110条の規定により報告いたします。 

  特別委員会の設置の目的は、分権時代にふさわ

しい議会とするため、議会運営のあり方など、議

会活性化全般に関する調査、研究することであり

ます。活動内容は別紙、活動実績のとおりであり

ますが、少々説明いたします。 

  平成25年度及び平成26年度は、議会報告会の班

体制、また班長会議の見直し、また議会政治倫理

条例の制定への調査、研究を行いました。結果と

して、議会報告会は４班体制から３班体制に変更

し、また班長会議を議会報告委員会へと組織がえ

を行いました。議会倫理条例については、実に23

回の協議を経て、平成27年３月定例議会において

那須塩原市議会議員政治倫理条例として制定され

ました。 

  平成27年度、平成28年度は、主に通年議会導入

への調査、研究を行いました。議会改革度ランキ

ングで最上位の滋賀県大津議会、議会事務局の木

津嘉弘氏を招き、通年議会に関する講演会を開催

し、職員の方々の参加もいただきました。また、

先進地への視察では、平成27年９月に発生した関

東・東北豪雨で最も甚大な被害を受けた常総市議
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会を訪問し、通年議会における災害時対応につい

ての視察を行いました。 

  さまざまな議論の結果、現時点での通年議会導

入は見送ることとなりました。また、議会改革の

さらなる向上への取り組みでは、政務活動費の会

計簿、領収証のインターネット公開、議会運営委

員会議事録、会派視察報告書のインターネット公

開を初め、多数の改革を行いました。 

  以上、議会活性化検討特別委員会の報告といた

します。 

○議長（中村芳隆議員） 報告が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎放射能対策検討特別委員会の活

動報告について 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第９、放射能

対策検討特別委員会の活動報告についてを議題と

いたします。 

  放射能対策検討特別委員長の報告を求めます。 

  21番、相馬義一議員。 

〔放射能対策検討特別委員長 相馬義一議員登壇〕 

○放射能対策検討特別委員長（相馬義一議員） 放

射能対策検討特別委員会の活動報告をいたします。 

  本委員会は、福島第一原子力発電所事故に伴う

放射能汚染問題に対し、特化した組織をつくり、

議会を挙げて取り組む必要があるため、平成25年

６月７日に設置したものです。 

  なお、本特別委員会は、平成23年に設置した委

員会を引き継いでいます。その間、除染現場の視

察、健康への不安を解消するために、福島県ひら

た中央病院での検査の視察、市内での甲状腺エコ

ー検査の見学などを行ってきました。さらに、市

内の放射能に関する団体との懇談会を行って、市

民の皆様の声を受けとめました。平成27年には、

市内の団体から提出された陳情について、その内

容の確認を行い、一部を採択し、執行部へ除染対

策をしっかり行うように申し入れをしています。 

  本特別委員会の活動については、議会報告会で

きちんと報告し、また、市民の方々の意見を聞き、

活動を行ってまいりました。内容については配付

資料をごらんください。 

  放射能除染については、かなり減ってはきたも

のの、いまだに終息には至っていません。改選後

においても特別委員会を設置し、市民の皆さんの

声を受けとめて、議会としての政策提言を継続し

て行っていただくことを願い、このことを附帯意

見として付すことといたします。 

  以上、報告といたします。 

○議長（中村芳隆議員） 報告が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎庁舎建設検討特別委員会の活動

報告について 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第10、庁舎建

設検討特別委員会の活動報告についてを議題とい

たします。 

  本案について、私のほうから報告を申し上げま

す。 

  庁舎建設検討特別委員会は、議会として新庁舎

建設のあり方等の意見を執行部に提言し、議会自

身も新庁舎の調査、検討、検証を行うべく、平成

26年６月６日に設置されました。市民が集い、憩

いの場として親しみやすく、利用しやすい新庁舎

をさまざまな角度から検討し、先進地への視察を

実施するなど、研究を行いました。また、平成27

年１月には新庁舎建設に関する基本構想への提言

書を市長に提出するなど、積極的な活動を行って

まいりました。内容については、お手元に配付の
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とおりでございますので、ご確認いただければと

思います。 

  平成28年３月に新庁舎建設の延期が決定してか

らは、活動は休止となりました。この４月の議員

の任期をもって特別委員会は一旦廃止することを

決定いたしました。平成29年度には、執行部にお

いては市内の検討組織が立ち上がる予定であり、

ともに検討していく立場である議会としても、時

期を見て、再度特別委員会を設置する見込みであ

ることを申し添えさせていただきます。 

  以上で、庁舎建設検討特別委員会の報告といた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総合計画審査特別委員会の活動

報告について 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第11、総合計

画審査特別委員会の活動報告についてを議題とい

たします。 

  総合計画審査特別委員長の報告を求めます。 

  12番、鈴木紀議員。 

〔総合計画審査特別委員長 鈴木 紀議員登壇〕 

○総合計画審査特別委員長（鈴木 紀議員） 昨年

６月定例会において、設置し、当定例会初日に成

果を見た総合計画審査特別委員会の活動報告を申

し上げます。 

  平成17年１月１日に誕生した那須塩原市が、

「人と自然がふれあうやすらぎのまち 那須塩

原」を将来像とし、平成19年度から10年間取り組

んできたまちづくりの指針、第１次那須塩原市総

合計画の期間が平成28年度に満了し、次の10年間

は「人がつながり 新しい力が湧きあがるまち 

那須塩原」を目指すために、第２次那須塩原市総

合計画の策定が平成27年度から始められました。 

  私たち市議会は、第２次総合計画策定に当たり、

これまでの議会基本条例に基づき、議案として提

出された計画を審議する手法から、市の最上位計

画である総合計画の策定においては、市議会がみ

ずから積極的にかかわりを持つために、総合計画

審査特別委員会を設置して、第１次総合計画の検

証と第２次総合計画が市民ニーズや課題を踏まえ

た市民のための計画であることを審議、提言に努

めてまいりました。経過等はお手元の資料をごら

んいただくことをお願いをいたします。 

  当委員会は、８月に基本構想案に対する提言を、

11月に重点プロジェクト案に対する意見を、12月

に前期基本計画素案に対する提言を行いましたが、

その項目数は全部で27項目になりました。それら

の項目に対し、市は一つ一つ十分に精査され、訂

正、修正等を加え、目標値もより高く示された基

本施策に仕上げられました。 

  さらに、行政運営も今までの縦割りから横断的

に進めるために重点プロジェクトを明記したほか、

地域間の人口移動問題や、厳しくなる財源等の課

題も組み込まれ、先を見越した計画であると感じ

ております。５年後には当計画の後期基本計画が、

10年後には新たに第３次総合計画が策定されるこ

とになりますが、そのとき、市議会としては率先

して現計画の検証を行い、市当局の支えとなれる

ような取り組み体制を確立し、また、市当局にお

いては総合計画が市の最上位計画であることから、

部門計画と同時期ではなく、協議を12月定例会に

は行えるような環境を整えていただくことと、各

部門計画の進捗状況を随時ホームページ等で公表

する取り組みを行うことを附帯意見として申し添

えて、当総合計画審査特別委員会の報告といたし

ます。 

  皆様のご協力があって、当総合計画審査特別委

員会の役目を果たせたとともに、無事、成果をお
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さめることができました。感謝を申し上げます。

大変にありがとうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 報告が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎副市長挨拶 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、平成29年第１回

那須塩原市議会定例会の議事は全て終了いたしま

した。 

  閉会に当たり、副市長から挨拶があります。 

  副市長。 

〔副市長 片桐計幸登壇〕 

○副市長（片桐計幸） 平成29年第１回那須塩原市

議会定例会の閉会に当たりまして、市長が不在で

ございますので、私からご挨拶を申し上げます。 

  去る２月24日から本日までの21日間にわたり開

催されました第１回市議会定例会も閉会の運びと

なりました。この間、市長不在という事態にもか

かわらず、議員の皆様方には、執行部の体制に一

方ならぬご配慮を賜りましたこと、改めて感謝を

申し上げます。 

  また、平成29年度那須塩原市一般会計予算を初

めとする各会計予算、条例の新規制定や一部改正、

第２次那須塩原市総合計画を初めとする各計画の

策定などの案件のほか、本日の追加案件２件を含

め、合わせて73件につきまして、慎重にご審議を

いただき、それぞれ原案のとおりご決定を賜りま

した。誠にありがとうございます。 

  議案審議の過程や会派代表質問、市政一般質問

の場におきまして、皆様からご提示いただきまし

たご意見等につきましては、今後十分に検討をさ

せていただくとともに、できることから取り組み

を進めてまいりたいと思います。 

  さて、現在、開会中の第193通常国会において、

地方税法等の一部を改正する法律案が審議されて

おりますが、この法案が３月中に可決、公布され

た際は、早急に市税等関係条例の一部を改正し、

施行する必要があることから、専決処分とさせて

いただく予定でありますので、議員の皆様にはあ

らかじめご理解を賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

  平成29年度は、那須塩原市として新たなまちづ

くりに向けた取り組みが本格的に始まる大切な年

度でもあり、基本的な市政運営に関しては、本定

例会に先立ちお配りをいたしました平成29年度市

政運営方針に基づき進めてまいります。 

  市長には、本日退院されるということであり、

一日も早い公務復帰が待たれるところであります

が、開会の挨拶でも申し上げましたとおり、新年

度における市長の強く熱い思いを具現化できるよ

う、職員一丸となって施策の実施に取り組んでま

いりたいと思っております。 

  結びになりますが、議員の皆様方の中には今期

限りで後進に道を譲り、引退なされる方がいらっ

しゃいます。これまでの議員活動に対しまして、

心から敬意を表しますとともに、大変お疲れさま

でございました。皆様から頂戴いたしました数々

のご指導、ご助言を深く胸に刻んでまいりたいと

思っております。 

  また、４月に実施されます市議会議員選挙に立

候補を予定している皆様方のご健闘を心よりご祈

念申し上げまして、平成29年第１回那須塩原市議

会定例会の閉会に当たりましてのご挨拶とさせて

いただきます。 

  ご協力ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 副市長の挨拶が終わりま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎閉会の宣告 

○議長（中村芳隆議員） 閉会に当たりまして、私

からご挨拶申し上げます。 

  去る２月24日から21日間にわたり開催してまい

りました平成29年第１回那須塩原市議会定例会は、

提出されました議案につきまして、議員各位並び

に市執行部のご協力をいただき、ここに全議案の

審議を終了することができました。皆様方のご協

力に対しまして、心から御礼を申し上げます。 

  本定例会中、市長が病気療養につき不在ではあ

りましたが、副市長を初めとする執行部におかれ

ましては、審議の過程で各議員から出されました

意見、要望等を十分にご検討いただき、市政に反

映されますよう願うところであります。 

  市議会といたしましても、私たち議員が市民の

皆様から託された任期４年を来月末に全うしよう

としております。この４年間、議員各位のご協力

をいただきながら、議会改革をさらに進展させ、

僣越ではございますが、一定の成果をおさめてき

たものと考えております。今後もさらに開かれる

議会の実現に努めてまいりたいと考えております。 

  さて、春は、出会いと別れの季節でもあります。

この会議にも出席されております和久総務部長、

菊地保健福祉部長、君島建設部長、関谷西那須野

支所長、印南塩原支所長、邉見上下水道部長、久

利生農務畜産課長、そして渡邊議会事務局長を初

めとして32名の職員の皆様がこの３月をもって退

職されると伺っております。 

  退職される皆様は、合併前はそれぞれの市や町

のために、合併後は那須塩原市の発展と市民福祉

の向上のためにご尽力いただき、大変ありがとう

ございました。そして、長い間本当にお疲れさま

でした。また、我々議員に対しても誠実に接して

いただいたことに、議員を代表いたしまして、心

から感謝を申し上げたいと存じます。 

  これから第二の人生を歩むに当たりまして、皆

様に幸多きことを祈念するとともに、今後も健康

に十分留意され、本市のさらなる発展のために、

ご指導、ご鞭撻くださいますようお願いをいたし

まして、３月に退職を迎える皆様へ贈る言葉とい

たします。 

  なお、本定例会が議員にとりましては、任期中、

最後の本会議となることと思います。振り返れば

この４年間には、那須塩原市合併10周年記念式典

の開催やリンツ市との姉妹都市締結など、記憶に

残る多くの事業に参加をさせていただきました。

この間、執行部の皆様とは、時には手を携え協調

し、また時には対峙したこともあったと記憶して

おりますが、議会は、皆様もご承知のとおり、二

元代表制の一翼を担う監視機関であります。全て

は市民のため、市政発展を願ってのことで、市長

の座右の銘でもあります市民優先を念頭に、議会

として真剣に向き合ってきた結果だと、私は考え

ております。一つ一つのことが走馬灯のように脳

裏を駆け抜けていきますが、これもひとえに市民

を代表し、市民の負託を受けた議会人であったか

らできた貴重な経験であったと、議員一同、感じ

入っていると思います。 

  また、私ごとでございますが、この４年間、皆

様のご支援とご協力により、浅学非才の身である

ことは重々承知しておりますが、議長という重責

を担わせていただきましたことに対しましても、

この場をおかりしまして御礼を申し上げたいと存

じます。 

  さて、先ほど議場に参集している執行部の皆様

で退職される方をご紹介申し上げましたが、議会

側でも何人かの議員が本定例会を最後に勇退をさ

れます。議員一同を代表し、一言申し上げたいと

思います。大変お疲れさまでございました。 
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  また、来月16日告示、23日投開票の市議会議員

選挙で再選を目指す皆様に申し上げます。市政発

展に寄与するために、この議場で再びお会いでき

ることを心よりご祈念を申し上げたいと存じます。 

  また、市長の一日も早い公務復帰を、議員一同、

心から願っていることを、議会を代表して申し上

げていきたいと思っております。 

  以上をもちまして、本定例会を閉会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 １時５３分 
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